
●助けを求めてきた子どもを警察官が到着するまでの間、その家で保護する。

●子どもに１１０番通報させる。または、その子どもに代わって１１０番通報する。

赤穂小学校通学区内 352

赤穂東小学校通学区内 197

赤穂南小学校通学区内 199

中沢小学校通学区内 93

東伊那小学校通学区内 58

899

（拡大強化月間　６月）

①　通学路沿いで「子どもを守る安心の家」の活動に協力を得られるご家庭があれば、

　　　教育委員会子ども課に登録する。

②　子ども課から警察（伊南防犯連合会）に届ける。

③　「子どもを守る安心の家」の表示看板を登録者にお届けし、協力の依頼を行う。

合　計

安心の家の拡大

子どもを守る安心の家
令和８年５月１日現在

安心の家

通学区別「安心の家」の数

通学区 登録件数（R8.5現在）


